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令和６年１２月１８日 

伊  那  市 

 

１ 試験区分、受験資格等（年齢は令和７年４月１日時点） 

区分 職  種 
採用予定 

人  員 
受 験 資 格 等 

上級 

一 般 事 務 

(社会人枠) 

若 干 名 

平成元年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた人で、 

大学（短大を除く。）を卒業した人     【２６歳から３５歳】 

一 般 事 務 

(氷河期枠) 

昭和５４年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた人で、 

大学（短大を除く。）を卒業した人   【３６歳から４５歳】 

初級 
一 般 事 務 

(氷河期枠) 
若 干 名 

昭和５４年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた人 

【３６歳から４５歳】 

次のいずれかに該当する人は受験できません。 

 （１）本市において、今年度実施した職員採用試験を受験し、１次試験以降を合格した人 

 （２）日本の国籍を有しない人 

 （３）地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人（以下はその内容です｡） 

   ○ 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなる 

までの人 

   ○ 伊那市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

   ○ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊 

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

募 集 職 種 上 級：一般事務・一般事務  初級：一般事務 
(社会人枠)    (氷河期枠)         (氷河期枠) 

受 付 期 間 
  令和６年１２月１８日(水) から 令和７年１月６日(月) まで 

  ※ 申込は「ながの電子申請サービス」による電子申込 

第一次試験   令和７年１月１９日（日） 【伊那市役所 本庁舎にて】  
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２ 試験及び審査の方法  
 
（１）第一次試験 

職  種 試 験 科 目 試 験 ・ 検 査 の 内 容 

一般事務 

ＳＰＩ３  (110分) 

性格検査 

基礎能力検査 

コミュニケーション力や応用力等の基礎となる能力を測定する

検査（言語的理解力、論理的思考力、数量的処理力など） 

個別面接試験 

(20分) 
職務執行に関する一般知識及び性向等についての個別面接試験 

  ※マークシート方式による試験となります。 

 

（２）第二次試験等 

職 種 試 験 科 目（時間） 試 験 ・ 検 査 の 内 容 

一般事務 

事務適性検査 

（40分） 
事務の正確さ、迅速さ等具体的な処理能力をみるもの 

集団面接試験 

（40分） 

社会性、協調性、指導性、積極性、論理性、独創性等につい

て、集団による面接又は討論による試験 

個別面接試験 

（20分） 
職務執行に関する一般知識及び性向等についての個別面接試験 

資 格 審 査 受験資格の有無及び申込書記載事項の真否についての調査 

 ※試験方法等は、変更する場合があります。詳細は、第一次試験合格者に通知します。 

 

３ 試験の日時・試験会場 

（１）第一次試験 

職 種 日 時 及 び 試 験 会 場 

一 般 事 務 

伊那市会場（伊那市役所） 

 実施日 令和７年１月１９日（日） 

 受 付 午前８時３０分から午前８時５０分まで 時間厳守（注） 

 試 験 午前９時００分から 

 ※遅刻した場合は、特別な事情がない限り、試験開始後の受験は認められません。 

 

【持ち物】ア 受験票(各自プリントアウトして持参する) 

イ 時 計（計時機能のみのものに限る。） 

     ウ 鉛 筆(シャープペンシルでも可)及び消しゴム 

 

（２）第二次試験 

職 種 日 時 及 び 試 験 会 場 

一 般 事 務 

伊那市会場（伊那市役所） 

 実施日 令和７年２月２日（日） 

※時間等の詳細は、第一次試験合格者に通知します 
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４ 合格者の発表 

  各試験の合否の結果は、受験者全員に通知します。第一次試験の結果は申込書に記載のメールア

ドレスへ、第二次試験の結果は文書で通知しますので、ご確認ください。 

 合格発表の時期は次のとおりです。 

（１）第一次試験  令和７年１月下旬（予定）  

（２）第二次試験  令和７年２月上旬（予定）  

 

５ 受験申込手続 

 

受付期間 令和６年１２月１８日(水)から令和７年１月６日(月)まで 

申込方法 

伊那市公式ホームページ（https://www.inacity.jp/shisei/ina_shokuinsaiyo/seiki/index.html）に

掲載している「伊那市職員採用試験インターネット申込手続きガイド」により手続き

完了までの流れを確認し、手続きをしてください。 

※電子申請以外の申込みはできません。 

※電子申請での申込みが困難な方は、総務課職員係までご連絡ください。 

注意事項 

・申込前に、入力内容の確認を必ず行ってください。 

・受付期間内に申込データを受信完了したものに限り受け付けます。 

・システムがメンテナンス等で停止する場合もありますので、余裕をもって申込んで

ください。 

・使用するパソコンや通信回線の障害等によるトラブルについては、一切の責任を負

いかねます。 

・申込内容等に不備がある場合は別途メールまたはお電話にてご連絡差し上げること

があります。 

受験票の

交  付 

受付期間終了後、１月１０日(金)までに連絡先メールアドレスに受験票がアップロー

ドされた旨のメールが届きますので、受験票を印刷し、試験受験時に必ずご持参くだ

さい。 

 

（注）（１）申込受付後は、採用試験途中に提出された書類等一切の書類をお返しいたしません。 

（２）試験当日は、必ず受験票を持参してください。 

受験票は受付期間終了後、「ながの電子申請サービス」にアップロードされます。受験

票がアップロードされた旨のメールが届きますので、ダウンロードし印刷したものを持

参してください。 

 

６ フィルタリングの解除 

  伊那市役所より受験票の送付や合否の連絡等でメールを送信します。下記に記載の伊那市採用専

用アドレスを受信できるよう設定してください。 

 

伊那市職員採用専用アドレス saiyo@inacity.jp 

 
 
 
 
 
 

mailto:saiyo@inacity.jp
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７ 採  用 

（１）最終合格者の採用は、令和７年４月１日以降となります。 

   この採用は法律の規定に基づく条件付採用であり、６か月の条件付採用期間を経て、正式採用

となります。この６か月の間に公務員として適格でないと判断された場合は、正式採用となら 

ない場合があります。 

（２）受験申込書記載事項等が正しくないことが明らかになった場合は、採用される資格を失うこと

があります。 

（３）採用後、行政需要の変化又は人材育成の面から、試験の区分と異なる業務に従事していただく

こともあります。 

（４）受験時の住所要件はありませんが、採用後は伊那市内居住が要件です。 

 
８ そ の 他 

  伊那市は、「伊那に生きる ここに暮らし続ける」をキャッチフレーズに、地域課題の解決に向け

新産業技術の推進や低炭素社会など循環型社会の実現、「伊那市50年の森林ビジョン」など、全国

に先駆けた施策を展開し「日本を支える地方創生のモデル都市」をめざしています。 

  これらをはじめとした施策に積極的に取り組み、住民福祉の向上や地域振興に情熱を傾けること

ができる、知力と責任感、行動力にあふれ、コミュニケーション能力の高い方の受験を歓迎します。 

  職員採用試験は、市民の貴重な税金を使って実施します。伊那市に就労の意欲のない方の受験、

模擬試験代わりの受験は固くお断りします。 

 

９ 試験についての問い合わせ先 

この試験について不明な点は、下記までお問い合わせください。 

  --------------------------------------------------------- 

  伊那市役所 総務部 総務課 職員係   

電話 0265-78-4111 内線 2116・2117 

  お問い合わせ時間：平日 午前８時30分から午後５時15分まで 

  --------------------------------------------------------- 

※令和６年１２月２８日(土)から令和７年１月５日(日)の期間については、お問合せに対応でき

ませんのでご承知おきください。 

 

 

【参  考  事  項】 

１ 勤務予定場所及び給料等 

（１）初任給・・・国家公務員の初任給基準に準じる額を支給します。 

                                （令和６年４月１日現在） 

区   分 勤 務 予 定 場 所 初 任 給 月 額 

上 級（大 卒） 本庁、総合支所、出先機関及び関連施設等 １９６,２００円 

 （注）大学等卒業後、直ちに採用された場合の初任給月額です。 

    なお、社会人等の経歴がある場合は加算されます。 

 

（２）その他の手当・・・扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、 

            寒冷地手当などを条件により支給します。 

 


